
◎
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中

小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
法
律
第
二
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委

員
会

）

○
宮
沢
国
務
大
臣

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信

用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由

及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

中
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
は
、
全
国
に
三
百
八
十
五
万
者
を
数
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
を
行
い
、
地
域
の
経
済
、
雇
用
を
担
う
重
要
な
存
在
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
等
を
背
景
と
し
て
、
中
小
企

業
、
小
規
模
事
業
者
を
取
り
巻
く
事
業
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
お
い
て
、
地
域
の
活
力
を
取
り
戻
す
た
め
に

は
、
地
域
の
経
済
、
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
者
の
事
業
の
持
続

的
な
発
展
を
支
え
る
た
め
の
環
境
整
備
が
重
要
で
あ
り
、
特
に
、
中
小
企

業
者
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま

す
。こ

の
た
め
、
経
済
危
機
時
の
安
定
的
な
資
金
供
給
に
万
全
を
期
し
、
企

業
の
潜
在
的
な
成
長
力
を
引
き
出
す
た
め
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
が
危
機
対
応
業
務
等
を
的
確
に
実
施
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
中
小
企
業
者
と
同
様
に
事
業
を
行
い
、
地
域
の
経
済
や

雇
用
を
担
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
事
業
資
金
の
調
達
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
を
提
案
し
た
理
由
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
危
機
対
応
業
務
の
実
施
を

義
務
づ
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
的
確
な
実
施
の
た
め
、
政
府
が
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
必
要
な
株
式
を
保
有
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

第
二
に
、
中
小
企
業
者
と
同
様
に
事
業
を
行
い
、
地
域
の
経
済
や
雇
用

を
担
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
中
小
企
業
信
用
保
険
の
対
象
と
し
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
四
月
一
四
日
）

○
江
田
康
幸
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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て
、
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
地
域
の
経
済
、
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企
業
者
の
持
続

的
な
発
展
を
支
え
る
た
め
の
環
境
整
備
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も

と
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
を
改
正
し
、
商
工
組
合
中

央
金
庫
に
危
機
対
応
業
務
の
実
施
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
的
確

な
実
施
の
た
め
、
政
府
が
同
金
庫
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
必
要
な
株
式

を
保
有
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
を
改
正
し
、
中
小
企
業
者
と
同
様
に

事
業
を
行
う
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
中
小
企
業
信
用
保
険
の
対
象
と
す

る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
二
十
六
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
七
日

に
宮
沢
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
四
月
一

日
に
質
疑
を
行
い
、
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
八
日
に
討
論
、
採
決

を
行
っ
た
結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
四
月
八
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を

講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
で
き
る
限
り
早
期
の
完
全
民
営
化

を
達
成
す
べ
く
、
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
が
十
分
か
つ

確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
民
間
金
融
機
関
等
と
も
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
早
期
か
つ
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
完
全
民
営
化
に
向
け
た
道
筋
や
目
途
、
完
全
民
営
化
後
の
商
工
中

金
が
担
う
べ
き
機
能
と
こ
れ
を
担
保
す
る
組
織
構
造
等
に
つ
い
て
必
要

な
検
討
を
進
め
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
。

二

民
間
金
融
機
関
が
危
機
対
応
業
務
を
担
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、

商
工
中
金
が
危
機
対
応
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
よ
う
万
遺
漏
な
き

を
期
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
担
保
す
べ
く
政
府
が
株
式
を
保
有
す
る

こ
と
に
よ
り
、
商
工
中
金
が
他
の
金
融
機
関
等
と
比
し
て
競
争
上
著
し

く
優
位
と
な
り
民
業
圧
迫
と
な
ら
な
い
よ
う
、
政
府
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
在
り
方
に
つ
い
て
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

三

中
小
企
業
者
や
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
有
す
る
潜
在
成
長
力
を
引

き
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
各
者
の
自
立
を
促
し
ひ
い
て
は
我
が
国
経
済

の
新
陳
代
謝
を
図
る
と
い
っ
た
中
小
企
業
支
援
の
目
的
に
沿
っ
て
信
用

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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保
証
協
会
が
業
務
を
遂
行
す
る
よ
う
、
政
府
は
先
進
各
国
と
の
比
較
も

行
い
な
が
ら
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
そ
の
際
、
特
に
、
信
用
補

完
制
度
に
対
す
る
多
額
の
財
政
支
援
が
継
続
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、

国
民
負
担
を
軽
減
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
全
国
各
地
の
信
用
保
証
協
会

の
業
務
の
効
率
化
及
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
信
用

保
証
協
会
へ
の
地
方
自
治
体
幹
部
公
務
員
の
天
下
り
抑
制
に
努
め
る
こ

と
。
併
せ
て
、
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
保
証
業
務
や
保
証
基
準
の
在
り

方
に
つ
い
て
も
、
不
断
の
見
直
し
及
び
検
証
を
行
う
こ
と
。

四

本
法
に
よ
り
介
護
事
業
や
生
活
困
窮
者
支
援
事
業
、
中
小
企
業
と
連

携
し
て
い
な
い
事
業
等
を
行
う
者
も
含
め
幅
広
い
特
定
非
営
利
活
動
法

人
に
対
し
て
信
用
保
険
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
当
た
り
、
当
該

制
度
の
活
用
を
促
進
す
る
べ
く
、
関
係
金
融
機
関
や
特
定
非
営
利
活
動

法
人
に
対
し
て
本
法
の
意
義
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま

た
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
地
域
の
経
済
・
雇
用
の
担
い
手
と
し
て

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
小
規
模
企
業
に
焦
点
を
当
て
た
中
小

企
業
政
策
を
推
進
し
て
い
る
現
況
に
鑑
み
、
今
後
、
中
小
企
業
基
本
法

の
改
正
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
中
小
企
業
と
同
様
に
事
業
を
行
う
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
主
要
な
中
小
企
業
施
策
の
対
象
と
す
る
べ
く
必
要

な
検
討
を
行
う
こ
と
。

三
、
参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
五
月
二
〇
日
）

○
吉
川
沙
織
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
株
式
会
社
商
工
組
合
中

央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

き
ま
し
て
、
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
中
小
企
業
者
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
通
じ
、
地
域

に
お
け
る
経
済
の
活
性
化
及
び
雇
用
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
株
式
会
社
商

工
組
合
中
央
金
庫
が
引
き
続
き
危
機
対
応
業
務
を
的
確
に
行
え
る
よ
う
、

政
府
が
保
有
す
る
そ
の
株
式
に
つ
い
て
、
目
的
の
達
成
に
与
え
る
影
響
等

を
踏
ま
え
つ
つ
処
分
す
る
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
中
小
規
模
の
特
定
非
営

利
活
動
法
人
へ
の
融
資
を
中
小
企
業
信
用
保
険
の
付
保
対
象
に
追
加
す
る

等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
商
工
中
金
の
完
全
民
営
化
の
目
標
時
期
を

明
示
す
る
必
要
性
、
危
機
対
応
業
務
に
民
間
金
融
機
関
の
参
加
を
促
す
た

め
の
課
題
と
取
組
、
事
業
型
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
信
用
保
険
の
対
象
と
す
る
こ
と
に

よ
る
地
域
経
済
へ
の
効
果
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
倉
林
明
子
理
事
、
日
本
を
元
気
に
す
る
会
・
無
所
属
会
を
代
表
し
て

松
田
公
太
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
五
月
一
九
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を

講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
（
以
下
「
商
工
中
金
」
と
い
う
。）

の
で
き
る
限
り
早
期
の
完
全
民
営
化
を
実
現
す
べ
く
、
民
間
金
融
機
関

に
よ
る
危
機
対
応
業
務
が
十
分
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
民
間

金
融
機
関
等
と
も
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
、
早

期
か
つ
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
平
成
二
十
年
十
月
の
危

機
対
応
業
務
開
始
以
来
、
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
同
業
務
へ
の
参
加
が

得
ら
れ
て
い
な
い
現
況
を
踏
ま
え
、
現
行
制
度
の
問
題
点
を
検
証
し
つ

つ
、
完
全
民
営
化
の
実
現
の
目
途
や
道
筋
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
進

め
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
。

二

民
間
金
融
機
関
が
危
機
対
応
業
務
を
担
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、

商
工
中
金
が
危
機
対
応
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
よ
う
万
全
を
期
す

と
と
も
に
、
政
府
が
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
工
中
金
が
競

争
上
著
し
く
優
位
と
な
り
民
業
圧
迫
と
な
ら
な
い
よ
う
、
政
府
に
よ
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
こ
と
。

三

本
法
に
よ
り
介
護
事
業
や
生
活
困
窮
者
支
援
事
業
、
中
小
企
業
と
連

携
し
て
い
な
い
事
業
等
を
行
う
者
も
含
め
幅
広
い
特
定
非
営
利
活
動
法

人
に
対
し
て
信
用
保
険
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
当
た
り
、
当
該

制
度
の
活
用
を
促
進
す
る
べ
く
、
関
係
金
融
機
関
や
特
定
非
営
利
活
動

法
人
に
対
し
て
本
法
の
意
義
等
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま

た
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
地
域
の
経
済
・
雇
用
の
担
い
手
と
し
て

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
小
規
模
企
業
に
焦
点
を
当
て
た
中
小

企
業
政
策
を
推
進
し
て
い
る
現
況
に
鑑
み
、
今
後
、
中
小
企
業
基
本
法

の
改
正
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
中
小
企
業
と
同
様
に
事
業
を
行
う
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
主
要
な
中
小
企
業
施
策
の
対
象
と
す
る
べ
く
必
要

な
検
討
を
行
う
こ
と
。

四

信
用
補
完
制
度
に
対
す
る
多
額
の
財
政
支
援
が
継
続
し
て
い
る
状
況

に
鑑
み
、
国
民
負
担
を
軽
減
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
全
国
各
地
の
信
用

保
証
協
会
の
業
務
の
効
率
化
及
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

併
せ
て
、
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
保
証
業
務
や
保
証
基
準
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
、
不
断
の
見
直
し
及
び
検
証
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

八
四


